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くらし の

情 報
償
却
資
産
の
申
告
は

２
月
２
日
㈪
ま
で
に

事
業
主
の
皆
さ
ん

　
毎
年
１
月
１
日
現
在
で
、
事
業

の
た
め
に
使
用
し
て
い
る
機
械
な

ど
の
償
却
資
産
は
固
定
資
産
税
の

課
税
対
象
に
な
り
ま
す
。
該
当
す

る
事
業
者
の
方
は
、
資
産
の
多
少

に
か
か
わ
ら
ず
、
２
月
２
日
㈪
ま

で
に
申
告
書
を
税
務
課
資
産
税
担

当
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
平
成
20
年
度
の
税
制
改

正
で
機
械
お
よ
び
装
置
を
中
心
に

資
産
区
分
の
見
直
し
、
耐
用
年
数

の
変
更
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
既
存

資
産
の
中
に
も
耐
用
年
数
が
変
更

に
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、

該
当
資
産
の
変
更
後
の
耐
用
年
数

を
申
告
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　
な
お
、
平
成
20
年
中
に
新
規
に

事
業
を
始
め
ら
れ
た
方
な
ど
で
、

申
告
書
が
必
要
な
方
は
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先
　
税
務
課
資
産
税
担

　
当
（
内
線
２
３
６
）

確
定
申
告
な
ど
に
つ
い
て

◆
税
務
申
告
相
談

　
今
年
は
２
月
16
日
㈪
か
ら
所
得

税
と
市
・
県
民
税
の
申
告
が
始
ま

り
ま
す
。
税
務
申
告
相
談
を
次
の

と
お
り
受
け
付
け
ま
す
。

申
告
期
間

　
２
月
16
日
㈪
～
３
月
16
日
㈪

※
土
曜
・
日
曜
日
は
休
み
ま
す
。

受
付
時
間

　
午
前
９
時
～
午
後
４
時
ま
で

受
付
会
場
　
市
民
会
館
３
階
大
会

　
議
室

「
国
民
健
康
保
険
税
納
付
額
の
お

知
ら
せ
に
つ
い
て
」（
確
定
申
告
用
）

　
平
成
20
年
中
（
１
月
～
12
月
）

に
国
民
健
康
保
険
税
を
納
付
さ
れ

た
全
世
帯
の
世
帯
主
あ
て
に
「
国

民
健
康
保
険
税
納
付
額
の
お
知
ら

せ
」を
１
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

※
所
得
税
お
よ
び
市
・
県
民
税
の

　
申
告
の
際
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

「
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

の
申
告
に
つ
い
て
」

　
平
成
18
年
末
ま
で
に
入
居
し
た

方
で
、
税
源
移
譲
に
伴
う
税
率
の

変
更
に
よ
り
所
得
税
が
減
額
と
な

り
、
所
得
税
か
ら
の
住
宅
ロ
ー
ン

控
除
の
効
果
が
減
少
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
効
果
が
減
少
す
る
相

当
額
を
翌
年
度
の
市
・
県
民
税
か

ら
税
額
控
除
で
き
ま
す
が
、
こ
れ

に
は
申
告
が
必
要
で
す
。（
申
告

用
紙
は
、
市
役
所
税
務
課
市
民
税

担
当
の
５
番
窓
口
に
準
備
し
て
あ

り
ま
す
。）

「
市
・
県
民
税
の
寄
附
金
控
除
に

つ
い
て
」

　
都
道
府
県
・
市
区
町
村
に
対
す

る
寄
附
金
（
ふ
る
さ
と
納
税
寄
附

金
）、
日
本
赤
十
字
社
富
山
県
支

部
ま
た
は
富
山
県
共
同
募
金
会
に

対
す
る
寄
附
金
の
合
計
が
５
千
円

を
超
え
る
方
は
、
翌
年
度
の
市
・

県
民
税
か
ら
税
額
控
除
で
き
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　
な
お
、
申
告
の
際
に
は
寄
附
先

の
領
収
書
が
必
要
で
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先
　
税
務
課
市
民
税
担

当
（
内
線
２
３
３
・
２
３
４
）

入
札
参
加
資
格
審
査

申
請
書
の
受
付
に
つ
い
て

　
平
成
21
・
22
年
度
の
建
設
工
事
、

測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、

物
品
納
入
な
ど
の
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
書
を
新
規
・
追
加
で
次

の
と
お
り
受
け
付
け
ま
す
。

受
付
期
間

　
２
月
２
日
㈪
～
27
日
㈮

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時
ま
で

　（
た
だ
し
、
土
・
日
お
よ
び
祝

　
休
日
を
除
く
）

有
効
期
間
　
平
成
21
・
22
年
度
の

　
２
年
間

様
式
　
Ａ
４
縦
フ
ァ
イ
ル
綴
り

　（
フ
ァ
イ
ル
の
色
は
自
由
）

●
建
設
工
事
　
市
の
指
定
様
式
ま

　
た
は
国
土
交
通
省
・
県
の
指
定

　
様
式
に
準
じ
た
も
の
（
新
基
準

　
に
よ
る
経
営
事
項
審
査
結
果
通

　
知
書
の
写
し
を
必
ず
添
付
し
て

　
く
だ
さ
い
）

●
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

　
国
土
交
通
省
・
県
の
指
定
様
式

●
物
品
納
入
、
業
務
委
託
な
ど

　
市
の
指
定
様
式

※
提
出
書
類
の
う
ち
、
納
税
証
明

　
書
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
税
お

　
よ
び
国
税
（
法
人
税
、
消
費
税

　
な
ど
）
の
納
税
証
明
書
の
原
本

　
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
（
電
子

　
納
税
証
明
書
認
証
フ
ロ
ッ
ピ
ー

　
デ
ィ
ス
ク
で
の
提
出
も
可
）。

※
様
式
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

　
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

提
出
方
法
　
持
参
ま
た
は
郵
送

※
郵
送
の
場
合
は
、
２
月
27
日
㈮

　
必
着
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
請

　
は
不
可
）。

▼
受
付
場
所
・
問
合
せ
先
　
財
政

課
財
産
管
理
担
当

　（
内
線
２
６
３
・
２
６
４
）

年 

金

●
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
へ
の

　

回
答
を
お
願
い
し
ま
す

　
社
会
保
険
庁
で
は
、
年
金
記
録

を
ご
確
認
い
た
だ
く
た
め
、
平
成

20
年
10
月
ま
で
に
年
金
受
給
者
・

加
入
者
す
べ
て
の
方
に
「
ね
ん
き

ん
特
別
便
」
を
送
付
し
ま
し
た
。

　
皆
様
に
は
、
回
答
票
の
提
出
を

お
願
い
し
て
お
り
ま
す
が
、
相
当

数
の
方
々
か
ら
回
答
を
い
た
だ
い

て
お
り
ま
せ
ん
。
回
答
が
お
済
み

で
な
い
方
は
、
お
早
め
に
ご
回
答

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
先
　

　
ね
ん
き
ん
特
別
便
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　（
☎
０
５
７
０
‐
０
５
８
‐
５
５
５
）

　
魚
津
社
会
保
険
事
務
所

　（
☎
０
７
６
５
‐
24
‐
１
４
９
４
）

※
お
か
け
間
違
い
の
な
い
よ
う
ご

　
注
意
く
だ
さ
い
。

●
源
泉
徴
収
票
は
大
切
に

　
平
成
20
年
中
に
老
齢
ま
た
は
退

職
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
を
受

け
ら
れ
た
方
に
、「
平
成
20
年
分

公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」
が

社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
か
ら
1

月
末
日
ま
で
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
源
泉
徴
収
票
は
、
平
成
20

年
中
に
支
払
わ
れ
た
年
金
額
、

年
金
か
ら
差
し
引
か
れ
た
所
得
税

額
、
介
護
保
険
料
額
を
お
知
ら
せ

す
る
も
の
で
あ
り
、
確
定
申
告
を

行
う
際
に
必
要
と
な
り
ま
す
の
で

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
死
亡
さ
れ
た
方
に
は
源

泉
徴
収
票
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
の

で
、
必
要
な
場
合
は
社
会
保
険
事

務
所
へ
ご
相
談
願
い
ま
す
。

▼
問
合
せ
先
　

　
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　（
☎
０
５
７
０
‐
０
５
‐
１
１
６
５
）

　
魚
津
社
会
保
険
事
務
所

　（
☎
０
７
６
５
‐
24
‐
５
１
５
３
）

※
お
か
け
間
違
い
の
な
い
よ
う
ご

　
注
意
く
だ
さ
い
。

社
会
保
険
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w

w.sia.go.jp./

い
き
い
き
市
政
講
座

ご
利
用
く
だ
さ
い

　
市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
行

政
へ
の
理
解
と
参
画
を
お
手
伝
い

す
る
た
め
に
、「
い
き
い
き
市
政

講
座
」
を
開
講
し
て
い
ま
す
。

　
市
民
の
皆
さ
ん
が
知
り
た
い
、

聞
き
た
い
、
学
び
た
い
内
容
に
つ

い
て
、
市
の
職
員
が
詳
し
く
お
話

し
ま
す
。

対
象
　
お
お
む
ね
10
人
以
上
の
皆

　
さ
ん
が
集
ま
っ
て
い
た
だ
け
る

　
地
域
、
団
体
な
ど

時
間
　
午
前
９
時
か
ら
午
後
８
時

　
ま
で
の
間
で
１
時
間
程
度

会
場
　
指
定
さ
れ
た
会
場
に
出
向

　
き
ま
す
（
市
内
に
限
り
ま
す
）

申
込
期
限
　
希
望
日
の
２
週
間
前

　
ま
で

※
申
込
書
は
、
企
画
情
報
課
窓
口

　
ま
た
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

　
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先

　
企
画
情
報
課
（
内
線
２
２
３
）

広告

障がい者控除対象者認定書の交付について
　障害者手帳の交付を受けていなくても、要介護
認定を受けている方などで、次の要件に該当され
る方は税法上の障がい者控除の対象となる場合が
あります。
　①ねたきりの方（６ヶ月以上）
　②障がい者に準じる方（年齢が 65歳以上の方）
※最高５年までさかのぼって税金の還付を受ける 
　ことができる場合があります。
問合せ先　高齢介護課高齢福祉担当（内線７６２）

ふるさと納税で滑川市を応援してください
～ふるさとにご帰省中の方へも

お口添えをお願いします～
　「ふるさと納税」とは、ふるさとへ贈る寄附金です。
　「ふるさと」を応援したい、「ふるさと」に貢献
したいという思いをかたちにするため、応援・貢
献したい地方公共団体へ寄附を行った場合、今お
住まいになっている自治体の個人住民税からその
１割程度を上限として、寄附金額を控除する寄附
金税制のことです。
　「ときめき　かがやき　
ひかりのまち」の実現の
ために、滑川市に元気を
くださる皆さまからの熱
き応援をお待ちしており
ます。
※詳しくは、市広報７月号または
市ホームページをご覧ください。
申込み・問合せ先
　企画情報課（内線２２１）

資金繰り支援に万全を期します！
　中小・小規模企業の方が資金繰りに不安がない
よう、30 兆円規模の保証・融資枠を確保しました。
　対象業種は、12月に80業種を追加し、全国の中小・
小規模企業者 314 万企業をカバーする 698 業種に
拡大しています。
※対象業種については、ホームページ（http//www.
chusho.meti.go.jp）で確認できます。
問合せ先　中部経済産業局産業部中小企業課
　　　　　（☎０５２－９５１－２７４８）


